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民
と
は
誰
か
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フ
ラ
ン
ス
は
こ
れ
ま
で
移
民
を
積
極
的
に
受
け
入
れ
、
移
民
は
国
家

の
構
築
に
重
要
な
役
割
を
担
っ
て
き
た
。
フ
ラ
ン
ス
で
は
4
人
に

I

人
は

「
先
祖
伝
来
の
フ
ラ
ン
ス
人
2
B
Z
E
骨

8
E
Z
}
」
で
は
な
い
と
も
い
わ

れ
て
い
る
。
実
際
、
2
0
0
7
年
の
統
計
で
は
総
人
口
6
2
0
0
万
人
の

う
ち
1

5
0
0
万
人
は
出
自
が
フ
ラ
ン
ス
で
は
な
い
と
さ
れ
て
い
る
。
で

は
こ
の
人
々
は
す
べ
て
移
民
だ
ろ
う
か
。

フ
ラ
ン
ス
に
お
け
る
移
民
の
統
合
問
題
を
協
議
す
る
統
合
高
等
評
議

会
に
ま
る
と
、

「
移
民
(
5
2
1
ご
と
は
「
外
国
に
お
い
て
外
国
人
と
し

て
生
ま
れ
、
こ
の
資
格
で
フ
ラ
ン
ス
に
入
国

L

、
永
続
的
に
フ
ラ
ン
ス

領
土
に
居
を
定
め
よ
う
と
す
る
人
」
で
あ
り
、
こ
れ
に
対
し
て
「
外
国
人

吉
E

官
ご
と
は
「

フ
ラ
ン
ス
領
土
内
に
お
い
て
フ
ラ
ン
ス
国
籍
を
有
せ

ず
、
別
の
国
籍
を
有
す
る
か
、

一
切
国
籍
を
有
し
な
い
(
無
国
籍
)
人
」

を
指
す
。
移
民
は
、
出
生
地
と
出
生
時
の
国
籍
と
い
う

こ
つ
の
条
件
に
規

定
さ
れ
る
が
、
申
請
あ
る
い
は
結
婚
に
よ
り
フ
ラ
ン
ス
国
籍
を
取
得
し
、

帰
化
す
る
移
民
も
少
な
く
な
い。

2
0
0
5
年
の
統
計
に
よ
れ
ば
、
フ
ラ

ン
ス
の
人
口
の
う
ち
フ
ラ
ン
ス
人
は
但
・
3
%
で
あ
り
、
外
国
人
は
5・

7
%
お
よ
そ
3
5
0
万
人
を
占
め
る

。

フ
ラ
ン
ス
人
の
中
で
も

「
生
ま

民
*r干士会的統合J をめぐって*

3 

移

れ
な
が
ら
の
フ
ラ
ン
ス
人
」
は
引
%
で
あ
り
、
「
外
国
で
生
ま
れ
フ
ラ
ン
ス
国
籍
を
取
得
し
た
フ
ラ
ン
ス
人
」
が
3

・

3
%
お
よ
そ
1
9
7
万
人
を
占
め
る
。
外
国
人
に
つ
い
て
は
、
寸
外
国
で
生
ま
れ
た
外
国
人

」

が
4
9
%
お
よ
そ
2

9
0
万
人
、
「
フ
ラ
ン
ス
で
生
ま
れ
た
外
国
人
」
が
0
8
%
に
の
ぼ
る
。
こ
の
分
類
に
よ
れ
ば
「
外
国
で
生
ま
れ
フ

ラ
ン
ス
国
籍
を
取
得
し
た
フ
ラ
ン
ス
人」
な
ら
び
に

「
外
国
で
生
ま
れ
た
外
国
人
」
が
移
民
に
分
類
さ
れ
、
全
人
口
の

8
2
%
お
よ
そ
5
0
0
万
人
の
移
民
が
在
住
す
る
と
い
わ
れ
て
い
る

。

い
い
換
え
る
と
、
フ
ラ
ン
ス
で
生
ま
れ
、
フ

ラ
ン
ス
国
籍
を
も
っ
移
民
二
世
や
三
世
は
あ
く
ま
で
も
フ
ラ
ン
ス
人
と
み
な
さ
れ
、
こ
れ
ら
の
数
値
に
は
入
ら
な
い
。

2
0

0

6
年
の
統
計
に
よ
れ
ば
、
フ
ラ
ン
ス
に
居
住
す
る
外
国
人
の
中
で
ポ
ル
ト
ガ
ル
人
は

一
番
多
く
、
以
下
、
ア

ル
ジ
ェ
リ
ア
人
、
モ
ロ
ッ
コ
入
、
ト
ル
コ
入
、
イ
タ
リ
ア
人
、
チ
ュ
ニ
ジ
ア
人
な
ど
の
順
と
な
っ
て
お
り
、
E
U
出
身

者
は
全
体
の
お
%
、
マ
グ
レ
プ
三
国
(
ア
ル
ジ

ェ

リ
ア
、
チ
ュ
ニ
ジ
ア
、
モ
ロ
ッ
コ
}
の
出
身
者
が
幻
%
、
ト
ル
コ
を
含
め

た
ア
ジ
ア
諸
国
の
出
身
者
が
悶
%
な
ど
と
なっ
て
お
り
、
1
9
7
5
年
以
降
、
ヨ
ー
ロ
ッ
パ
人
は
減
少
し
、
ア
フ
リ
カ

人
平
ア
ジ
ア
人
の
増
加
す
る
傾
向
に
あ
る

。

移
民
の
築
住
地
域
は
全
国
に

三
つ
あ
る
。
イ
ル
ド
フ
ラ
ン
ス
{
移
民
人
口
の
幻
%
)
、
ロ
1
ヌ
・
ア
ル
プ
(
日
%
て

プ
ロ
ヴ
ア
ン
ス

・

ア
ル
プ
・
コ
ー
ト
ダ
ジ
ュ
ー
ル
(
山
%
)
で
、
こ
の
3
地
域
で
移
民
人
口
の
約
印
%
を
占
め
る

。

と

り
わ
け
パ
リ
で
は
6
人
に

l

人
以
上
が
、
パ
リ
郊
外
の
セl
ヌ
・
サ
ン

・
ド
ニ
で
は
5
人
に

l

人
以
上
が
移
民
で
あ
る
。

移
民
の
職
種
で
最
も
多
い
の
は
ブ
ル
ー
カ
ラ
ー
労
働
者
(
以
下
、
労
働
者
)
で
移
民
全
体
の
伺
・
5
%
を
占
め
る

。

フ
ラ
ン
ス
全
就
労
者
に
占
め
る
労
働
者
の
割
合
が
お・
9
%
で
あ
る
こ
と
を
考
え
る
と
か
な
り
高
い
数
値
で
あ
る
。
労

働
者
が
占
め
る
割
合
を
性
別
で
み
る
と
、
非
移
民
の
全
就
労
者
男
性
の
中
で
は
お
・
7
首
で
あ
る
の
に
対
し
て
移
民
男

性
に
つ
い
て
は
臼
・
4
%
、
非
移
民
女
性
の
対
労
働
者
割
合
問・
4
%
に
比
べ
て
移
民
女
性
の
割
合
は

n
・

5
%
で
あ
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る
。
み
熟
練
労
働
者
の
構
成
を
出
身
国
別
に
み
る
と
、
特
に
高
い
割
合
を
示
す
の
が
ト
ル
コ
出
身
者
で
、
同
国
出
身
移

民
の
訓
%
が
非
熟
練
労
働
者
と
し
て
働
い
て
い
る
。
次
い
で
そ
ロ
ツ
コ
の
幻
%
、
チ
ュ
ニ
ジ
ア
の
幻
%
、
サ
ハ
ラ
以
南

出
身
ア
フ
リ
カ
人
の
初
旬
と
な
っ
て
い
る
。
フ
ラ
ン
ス
人
全
体
で
の
非
熟
練
労
働
者
の
割
合
は
9
%
に
す
ぎ
な
い
。

移
民
の
失
業
率
は
経
済
の
動
向
を
反
映
し
て
い
る
。

l

年年
9
0
年
の
聞
の
失
業
率
は
、
フ
ラ
ン

ス
全
体
で
2
・
均
倍
の
伸
長
率
を
示
し
た
の
に
比
し
て
、
移
民
の
失
業
率
は
4
倍
に
上
っ
た

・

2
0
0
2
年
で
は
移
民

の
男
性
の
失
業
率
は
日
5
%
、
女
性
は
げ
・
7

%
で
あ
る
。
移
民
全
体
の
失
業
率
は
凶
・
4
%
で
、
フ
ラ
ン
ス
人
平

均
失
業
率
J
0

・
9

%
を
大
き
く
超
え
て
い
る
。
お
歳
か
ら
印
歳
の
年
齢
層
に
つ
い
て
出
身
国
別
に
み
る
と
、
ス
ペ
イ
ン
、

イ
タ
リ
ア
、
ポ
ル
ト
ガ
ル
出
身
移
民
は
フ
ラ
ン
ス
人
会
葎
の
失
業
率
を
下
回
っ
て
い
る
が
、
ア
ル
ジ
ェ
リ
ア
、
モ
ロ
ツ

コ
出
身
移
民
の
失
業
率
は
と
も
に
お
町
、
ト
ル
コ
出
身
移
民
は
お
%
、
サ
ハ
ラ
以
南
ア
フ
リ
カ
出
身
者
は
初
%
と
い
う

数
値
を
示
し
て
い
る
。
失
業
期
聞
が

l
年
以
上
で
あ
る
率
は
移
民
に
お
い
て
は
岨
%
に
達
し
て
い
る

。
;

移
民
政
策
の
捻
移

フ
ラ
ン
ス
の
移
民
政
策
は
大
別
す
る
と
「
同
化

(
E
S
E
E
)」
「
編
入
(
-
5
3
0
ロ
)
」
「
統
合
(
』
ヨ
有
2
5
}
」
に
分
け

ら
れ
る
。
ま
ず
「
同
化
」
と
は
生
物
学
的
合
意
を
有L
、
対
象
へ
と
同
一化
L
、
も
と
の
存
在
の
特
質
を
失
わ
せ
て
し

ま
う
も
の
で
、
フ
ラ
ン
ス
で
は
過
去
の
歴
史
に
お
い
て
同
化
主
義
的
植
民
地
政
策
と
し
て
展
開
し
て
き
た
。
こ
れ
に

対
L

て
ベ
編
入
」
と
は
、
個
人
が
あ
る

一
定
の
社
会
的
・
経
済
的
基
準
に
達
す
る
よ
う
個
人
を
支
援
す
る
に
と
ど
ま
る
。

と
こ
ろ
が
「
統
合
」
と
は
そ
の
存
在
を
保
ち
な
が
ら
も
、
他
の
存
在
に
な
る
こ
と
を
意
味
す
る
も
の
で
円
国
レ
ベ
ル
で

み
る
な
ら
ば
、
フ
ラ
ン
ス
が
ヨ
ー
ロ
ッ
パ
に
統
合
す
る
こ
と
に
よ
っ
て
も
フ
ラ
ン
ス
で
あ
る
こ
と
を
や
め
な
い
よ
う
に
、

移
民
は
出
身
文
化
を
保
持
し
つ
つ
、
フ
ラ
ン
ス
社
会
へ
と
統
合
す
る
と
い
う
考
え
方
で
あ
る
。

問
世
紀
以
降
、
移
民
政
策
は
「
同
化
」
の
も
と
に
実
施
さ
れ
た
が
、
初
年
代
後
半
に
は
多
文
化
主
義
を
背
崇
と
し
た

「

編
入
」
、
1
9
9
0
年
代
に
な
っ
て
「
統
合
」
が
主
潮
を
な
す
に
至
つ
士
。
し
か
し
、
サ
ル
コ
ジ
の
移
民
へ
の
対
応
は

「
同
化
」
へ
の
逆
行
を
示
し
て
い
る
・
こ
れ
は
、
2
0
0
3
年
の

「
サ
ル
コ
ジ
法
」
か
ら
2
0
0
6
年
の
「
移
民
選
別

法
」
に
至
る
経
緯
に
よ
っ
て
明
ら
か
だ
ろ
う
ロ

本
来
、
統
合
政
策
の
め
ざ
す
「
共
和
国
統
合
(
自
身

E
。
ロ
若
呈
E
Z

ご
と
は
出
身
国
の
文
化
を
否
定
す
る
よ
う
な

「
民
族
的
文
化
的
統
合
」
で
は
な
く
、
あ
く
ま
で
も
政
治
的
統
合
に
あ
る
。
し
か
し
、
現
在
の
「
統
合

」
移
民
政
策
で

は
文
化
的
な
要
因
が
残
っ
て
い
る
と
の
批
判
も
あ
り
、
居
住
者
証
の
申
請
や
家
族
呼
び
寄
せ
で
は
共
和
国
の
原
則
へ
の

同
意
、
遵
守
が
要
求
さ
れ
る
な
ど
、
実
質
的
に
は
同
化
が
行
わ
れ
て
い
る
と
い
え
る
で
あ
ろ
う
。

移
民
政
策
の
動
向

1
9
9
3

年
の
国
籍
法
改
定
(
メ
ニ
ュ
リ
法
)
に
よ
っ
て
、
時
歳
か
ら
幻
歳
の
聞
に
本
人
が
何
ら
か
の
形
で
フ
ラ
ン

ス
国
籍
取
得
の
意
思
表
明
を
す
る
こ
と
が
義
務
づ
け
ら
れ
る
よ
う
に
な
っ
た
。
ま
た
、
同
年
の
移
民
法
改
定
(
パ
ス
ク

ア
法
)
に
よ
っ
て
ポ
リ
ガ
ミ
l
(

一
夫
多
妻
制
)
の
状
態
に
あ
る
者
へ
の
滞
在
許
可
証
の
公
布
が
行
わ
れ
な
く
な
り
、
家

族
呼
び
寄
せ
の
要
件
が
厳
し
く
な
っ
た
。
パ
ス
ク
ア
法
に
は
、「呼
が
寄
せ
に
先
立
つ
2
年
聞
の
滞
在
畿
務
」
「
財
力
と

居
住
の
状
態
に
関
す
る
市
長
の
通
告
」
「
重
大
な
理
由
が
な
い
か
ぎ
り
、
子
ど
も
の
呼
び
寄
せ
を

I

回
の
み
に
す
る
こ

と

L

「
一夫
多
妻
と
な
る
家
族
呼
び
寄
せ
の
禁
止
L
と
い
っ
た
項
目
が
含
ま
れ
て
い
た

。

こ
の
改
定
位
よ
っ
て
、
従
来

な
ら
ば
正
規
滞
在
資
格
を
認
め
ら
れ
た
人
た
ち
へ
の
正
規
化
の
道
が
閉
ざ
さ
れ
、
非
正
規
滞
在
者
が
急
増
す
る
。
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1
9
9
6
年
3
周
回
目
、
サ
ン
・
パ
ピ
エ
(
滞
在
許
可
証
を
も
た
な
い
者
)
は
パ
リ
の
サ
ン
タ

ン
プ
ロ
ワ
1

ズ
教
会
を

占
拠
、
間
も
な
く
臼
名
の
マ
リ
人
が
国
外
退
去
処
分
を
受
け
る
と
、
サ
ン

・

パ
ピ
エ
支
持
の
デ
モ
が
市
民
団
体
に
よ
っ

て
組
織
さ
れ
、
支
持
は
急
速
な
広
が
り
を
み
せ
た
。
し
か
し
、
人
道
的
、
温
情
主
義
的
な
観
点
に
立
つ
運
動
と
、
過
去

の
共
和
国
の
植
民
地
主
義
を
問
い
直
し
「
す
べ
て
の
サ
ン
・
パ
ピ
エ
の
正
規
化
」
を
求
め
る
サ
ン

・

パ
ピ
エ
た
ち
の
主

張
と
の
議
離
が
問
題
と
な
っ
た
。

サ
ン
目
パ
ピ
エ
は
1
9
9
6

年
8
月
に
サ
ン

・
ベ
ル
ナ
l

ル
教
会
か
ら
強
制
排
除
さ
れ
、
叩
月
に
は
移
民
法
改
定
案

(
ド
プ
レ
法
案
)
が
提
出
さ
れ
た
。
こ
の
中
で
と
り
わ
け
問
題
と
な
っ
た
の
は

「
滞
在
先
証
明
書
」
の
項
で
あ
る
・
同
法

案
は
、
外
国
人
が
短
期
滞
在
で
フ
ラ
ン
ス
に
入
国
す
る
場
合
、
滞
在
先
確
認
の
た
め
に
、
受
け
入
れ
自
治
体
が
発
行
す

る
「
滞
在
先
証
明
書
」
の
取
得
を
義
務
づ
け
て
い
る
。
宿
泊
さ
せ
る
側
は
、
自
治
体
に
対
し
て
滞
在
先
で
あ
る
こ
と
を

保
証
し
な
け
れ
ば
な
ら
ず
、
さ
ら
に
宿
泊
し
た
外
国
人
が
退
去
し
た
際
に
は
市
役
所
に
届
け
ね
ば
な
ら
な
い

e

こ
れ

は
、
外
国
人
の
出
入
国
の
厳
密
な
管
理
の
た
め
の
措
置
と
さ
れ
、
映
画
人
目
名
が
「
市
民
的
不
服
従
宣
言
」
を
発
表
し

た
。
法
案
廃
止
の
署
名
は
1
0
0

万
人
を
超
え
、
パ
リ
で
は
叩
万
人
の
デ
モ
が
行
わ
れ
た
。
ド
プ
レ
法
案
は
広
範
な
反

対
運
動
に
も
か
か
わ
ら
ず
可
決
さ
れ
、1
9
9
7

年
3

月
お
日
に
成
立
し
た
。
同
年
の
国
民
議
会
選
挙
で
パ
ス
ク
7
・

F

プ
レ
法
廃
止
を
掲
げ
た
左
翼
連
合
が
勝
利
を
収
め
、
ジ
ヨ
ス
パ
ン
首
相
(

当
時
)
は
滞
在
正
規化
の
通
遣
を
出
L
t

e

1
9
9
8
年
に
は
パ
ス
ク
ア

・
ド
プ
レ
法
を
改
定
す
る
シ
ュ
ヴ
ェ
ヌ
マ
ン
法
が
公
布
さ
れ
た
。
「
滞
在
先
証
明
書
」

に
つ
い
て
は
、
届
け
出
は
響
察
に
外
国
人
本
人
が
行
う
形
と
な
り
、
理
由
が
明
確
で
な
い
か
ぎ
り
ヴ
ィ
ザ
の
発
行
を
拒

否
で
き
な
く
な
っ
た
。
ま
た
、
フ
ラ
ン
ス
国
籍
保
有
者
と
結
婚
し
た
者
に
は
国
籍
が
即
座
に
与
え
ら
れ
、
家
族
の
呼
び

寄
せ
や
学
生
、
研
究
者
の
滞
在
許
可
証
の
取
得
は
容
易
に
な
っ
た
。
た
だ
し
、
パ
ス
ク
ア
ド
プ
レ
法
は
撤
廃
さ
れ
て

34 

同
法
に
よ
っ
て
非
正
規
滞
在
者
へ
の
取
り
締
ま
り
は
一
層
厳し
く
な
っ
て
い

る
。

2
0
0
6

年
の

「
選
別
移
民
法
」
の
特
徴
と
し
て
、
高
い
技
能
を
も
っ
た
移
民
の
導
入
を
図
っ
た
こ
と
が
あ
げ
ら

れ
る
。
「
能
力
・
才
能

(
Eヨ
1
5
8
2
5
5
}
」
滞
在
証
の
柑
与
で
あ
る
。
こ
の
措
置
に
よ
っ
て
、
高
学
歴
の
留
学
生
、

芸
術
家
、
ス
ポ
ー
ツ
選
手
な
ど
の
受
け
入
れ
が
促
進
さ
れ
る
こ
と
に
な
る
。

こ
の
背
景
に
は
、
「
同
化
」
へ
の
政
策
的
姿
勢
が
み
ら
れ
る
。
2
0
0

7

年
に
制
定
さ
れ
た
「
受
け
入
れ
・

統
合
契

約
(
自
ロE
L
Z
E
-
R
q
E

お
B
E
ロ
)
」
は
一
時
滞
在
証
お
よ
び
居
住
者
証
の
取
得
希
望
者
に
対
し
て
義
務
づ
け
る
も
の

で
あ
る
。
こ
れ
に
よ
り
契
約
者
は
、
フ
ラ
ン
ス
の
制
度
と
価
値
に
つ
い
て
の
公
民
教
育
お
よ
び
フ
ラ
ン
ス
語
教
育
を
受

け
な
け
れ
ば
な
ら
な
く
な
っ
た
。
す
な
わ
ち
、
「
選
別
移
民
法
」
で
は
、
移
民
の
入
国
・

滞
在
に
あ
た
っ
て
フ
ラ
ン
ス

社
会
へ
の

「
統
合
」
が
求
め
ら
れ
て
い
る
。
「
移
民
政
策
の
推
移
」
で
み
た
と
お
り
、
寸
統
合
」
は
実
質
的
に
文
化
的
な

面
が
顕
著
で
あ
り
、
求
め
ら
れ
て
い
る
の
は
「
同
化
」
で
あ
る
点
が
注
目
さ
れ
る
。
「
選
別
移
民
法
」
で
は
、
家
族
移

民
へ
の
入
国
・

滞
在
規
制
が
以
前
に
比
し
て
強
く
な
っ
て
お
り
、
シ
ュ
ヴ
ェ
ヌ
マ
ン
法
に
み
ら
れ
た
人
権
を
基
盤
と
す

る
規
定
は
大
宮
〈
見
直
さ
れ
て
い
る
。
例
え
ば
、
家
族
呼
び
寄
せ
の
際
に
は
、
申
請
に
要
す
る
待
機
期
間
は

l

年
か
ら

l

年
半
に
延
長
さ
れ
て
い
る
。
ま
た
、
フ
ラ
ン
ス
人
の
配
偶
者
に
対
す
る
居
住
者
証
や
国
籍
を
取
得
す
る
条
件
が
厳
し

く
な
り
、
ピ
ザ
申
請
時
の
婚
姻
の
真
偽
審
査
そ
の
他
、
入
国
滞
在
条
件
へ
の
規
制
が
強
化
さ
れ
て
い
る
。

こ
の
よ
う
に
、
一
連
の
移
民
政
策
の
動
き
で
は
、
サ
ル
コ
ジ
の
「
『
統
合
』
能
力
の
期
待
で
き
る
移
民
を
選
別
し
て
受

け
入
れ
る
」
と
い
う
発
言
に
み
ら
れ
る
よ
う
に
、
移
民
へ
の
「
同
化
」
の
強
化
が
明
ら
か
に
な
っ
て
い
る
。

2
0
0
7

年
の
「
オ
ル
ト
7
1

法
」
で
は
、
家
族
関
係
の
真
偽
を
明
ら
か
に
す
る
に
際
し
てD
N
A

検
査
が
導
入
さ
れ
て
お
り
、

今
後
の
新
た
な
移
民
政
策
の
方
向
性
が
注
目
さ
れ
る
。
(
井
形
和
正

・

西
山
教
行
)

お
ら
ず
、

ーミ，




